
　平成１８年度の益子町における人事行政運営等の状況について公表します。これは、人事行政の運営等の状況

を町民の皆様に公表することにより、人事行政の公平性・透明性を高めることを目的としています。

　対象は、一般職員のみとしていますので、町長などの特別職（教育長含む）や嘱託職員、臨時職員は対象外とな

ります。また、公表値は平成１８年度中の数値となります。なお、一部事務組合への派遣職員の取り扱いについては

各項目ごとで異なりますが、特に断りがない限り、以下のとおりとしました。

１　職員の競争試験の状況

（１）職員の競争試験の状況

　１８年度に実施した次年度採用職員の競争試験状況は、以下のとおりです。なお、１７年度に実施した次年度

採用職員の競争試験の状況は、競争率が一般事務職４．７倍でした。採用者数については、２（１）①を参照して

ください。

２　職員の採用、異動、退職等に関する任免の状況

（１）職員採用の状況

①試験採用の状況

　１８年４月１日付けの試験による採用者は、以下のとおりです。なお、１７年度の採用者は、一般事務職３人、

保健師１人、管理栄養士１人でした。

②選考採用の状況

　１８年度は選考による採用者はありませんでした。

（２）再任用職員の実施状況

①制度の概要

　益子町の定年退職者等を従前の勤務実績等に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、常

時勤務を要する職または短時間勤務を要する職に採用することができます。任期は１年を超えない範囲内で

６５歳（ただし、６５歳は制度完成時。任期の最終年齢は下の表のとおり段階的に引き上げ）まで更新することが

できます。

②在職状況

　１８年度は再任用職員の在職実績はありませんでした。

６４歳 ６５歳

任期の末日の
属する区分

　１３年４月１日～
    １６年３月３１日

任期の最終年齢 ６１歳 ６２歳 ６３歳

　１６年４月１日～
    １９年３月３１日

　１９年４月１日～
    ２２年３月３１日

職種区分 一般事務職

採用者数 ３人

　２２年４月１日～
    ２５年３月３１日

２５年４月１日～

競争率
Ａ／Ｂ

一般事務職 １７人 １３人 ７人 ３人 ４．３倍

職種区分 申込者数
第１次試験受験者数

Ａ
第１次試験合格者数

芳賀中部上水道企業団 １人 派遣先から支給 含めない

最終合格者数
Ｂ

芳賀郡中部環境衛生事務組合 ２人 町から支給 含める

芳賀地区広域行政事務組合 １人 町から支給 含める

平成１８年度　益子町における
人事行政運営等の状況について

派遣先 派遣職員数 給与の支給 集計に含めるか否か



（３）職員の退職の状況

　１８年度中の退職者は、以下のとおりです。なお、１７年度中の退職者は、１０人（定年退職４人、定年前早期退

職４人、普通退職１人、再任用期間満了１人）でした。

（４）職員の人事異動の状況

　１８年度の人事異動の状況は、以下のとおりです。

注１ 派遣職員も含む。

注２ ７月１日付け異動（対象者：７人）も含む。

（５）職員の役職別在職状況

　１８年４月１日現在の役職別在職状況は、以下のとおりです。

（６）職員の年齢階層別在職状況

　１８年４月１日現在の年齢階層別在職状況は、以下のとおりです。

（７）職員の職種別職員数

　１８年４月１日現在の職種別職員数は、以下のとおりです。

看護師 技能労務職 計

人数 １３２人 ７人 １人 １人 ２１人 １６２人

区分 一般事務職 保健師 管理栄養士

３４人 ２３人 － １６２人１９人 ２１人 １２人 ２６人人数 － ６人 ２１人

５０～５４歳 ５５～５９歳 ６０歳以上 計３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０～４４歳 ４５～４９歳区分 ２０歳未満 ２０～２４歳 ２５～２９歳

３８人 １９人 ２１人 １６２人１４人 １２人 ３０人 ２８人

主任 主事・主事補 技能労務職 計課長級 課長補佐級 係長 主査

１０人 ５人 － ４１人２人 ７人 ８人 ９人

主任 主事・主事補 技能労務職 計課長級 課長補佐級 係長 主査

区分 定年退職
定年前

早期退職

人数 ３人 ６人



（８）職員の定員管理の状況

①部門別職員数の状況と主な増減理由

　部門別職員数と主な増減理由は、以下のとおりです。なお、職員数は各年ともに４月１日現在です。

注１ 職員数は、一般職に属する職員数であるため教育長と芳賀地区広域行政事務組合（１人）・芳賀郡中部環

境衛生事務組合（２人）派遣職員は含むが、芳賀中部上水道企業団派遣職員（１人）は含まない。

注２ （　）書きは、益子町職員定数条例の定数である。

注３ 人口は、２５，４４８人（１８年３月３１日現在）

②定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）について

　１７年度から２１年度の５カ年における定員適正化計画および進捗状況は、以下のとおりです。

区分

部門

注１ 職員数の取り扱いは、２（８）①と同じ。

１５５人

増減 △６人 （△１人） （△２人） （△３人） （△２人）
△６人

（37.5％）
△１４人

１人

計

職員数 １６９人 １６３人 （１６２人） （１６０人） （１５７人） （１５５人） ―

― １７人

増減 ２人 （△１人） （０人） （０人） （０人）
２人

（-200％）

（１７人） （１７人） （１７人） （１７人）
公営企業
等会計

職員数 １６人 １８人

３９人

増減 △４人 （０人） （△１人） （△１人） （△１人）
△４人

（57.1％）
△７人

△８人

教　育

職員数 ４６人 ４２人 （４２人） （４１人） （４０人） （３９人） ―

― ９９人

増減 △４人 （０人） （△１人） （△２人） （△１人）
△４人

（50.0％）

（１０３人） （１０２人） （１００人） （９９人）

一般行政

職員数 １０７人 １０３人

４年目 計画完成時 計 数値目標計画始期 １年目 ２年目 ３年目

参
考

人口1,000人当たりの職員数　　　6.41人

１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 １７年～１８年 （参考）

合計
１６９人

（２０５人）
１６３人

（２０５人）
△６人
（０人）

小計 １６人 １８人 ２人

０人

その他 １１人 １３人 ２人 包括支援センター発足（介護保険事業関係）

公
営
企
業
等

会
計
部
門

下水道 ５人 ５人

△４人
参
考

人口1,000人当たりの職員数 5.70人

（類似団体の人口1,000人当たりの職員数　8.61人）

△４人 事務分担の見直し・欠員業務（学校公仕・給食調理）

の臨時職員化
特
別
行
政

部
門

教育 ４６人 ４２人

小計 ４６人 ４２人

参
考

人口1,000人当たりの職員数 4.05人

（類似団体の人口1,000人当たりの職員数　6.63人）
小計 １０７人 １０３人 △４人

衛生 １７人 １６人 △１人 事務分担の見直し

民生 １０人 １０人 ０人

△１人 公益法人への派遣終了

土木 １１人 １１人 ０人

０人

農林水産 １８人 １７人 △１人 地籍調査体制の見直し

０人

総務 ３０人 ２９人 △１人 印刷業務員不補充

一
般
行
政
部
門

議会 ３人 ３人

税務 １３人 １３人

商工 ５人 ４人

区分 職員数 対前年
増減数

主な増減理由
部門 平成１７年 平成１８年



注２ 計画期間は、１７年～２１年の５年間である。
注３ （　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
注４ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降現年までの職員

増減数の累計を示す。
注５ 「１８年１年目」については実績値、「１９年２年目」以降は目標数値（網掛け部分）となっている。

３　職員の給与の状況

（１）人件費の状況

　１８年度の普通会計決算額による人件費は、以下のとおりです。普通会計決算額であるため、特別会計人件費

（公共下水道事業特別会計・農業集落排水事業特別会計・介護保険特別会計）に属する職員の人件費は含ま

れていません。また、ここでの人件費には、議員、各種委員会委員、特別職等の報酬・給与・職員共済費等が含

まれています。なお、１７年度普通会計決算額における人件費率は、２１．２％でした。

（２）職員給与費の状況

　１８年度決算額における一般職員の給与費（普通会計・特別会計含む）は、以下のとおりです。

注１ 単位未満四捨五入の関係で、「計」が合致しないこともある。

注２ 「一般事務職等」とは、一般事務職、保健師、管理栄養士および看護師を指す（以下同じ）。

注３ 年度中途で退職した職員に係る給与も含む。

（３）職員の平均給料月額および平均年齢の状況

　１８年度決算額における職員の平均給料月額および平均年齢は、以下のとおりです。１７年度における平均給

料月額は、一般事務職等３３７，０９６円、技能労務職３１０，６８４円でした。

注 平均年齢については、平成１８年４月１日現在である。

計 ３２８，７３０円 ４３歳０ヶ月

自動車運転手 ３２７，４５０円 ５４歳１０ヶ月

その他の技労職 ３１０，２０５円 ５２歳２ヶ月

技能労務職 ３１３，２４９円 ５１歳６ヶ月

給食調理員 ３０９，４８２円 ４８歳９ヶ月

区分 平均給料月額 平均年齢

一般事務職等 ３３１，０３６円 ４１歳８ヶ月

１４，６３０千円 ５４，５１９千円 ５，４５２千円

計 １６２人 ６３９，０５２千円 ６０，１４８千円 ２５７，５５７千円 ９５６，７５７千円 ５，９０６千円

その他の技労職 １０人 ３７，２２５千円 ２，６６４千円

１０，０７２千円 ３７，０５１千円 ５，２９３千円

自動車運転手 ４人 １５，７１８千円 ２，５０８千円 ６，４８４千円 ２４，７０９千円 ６，１７７千円

給食調理員 ７人 ２５，９９７千円 ９８３千円

２２６，３７１千円 ８４０，４７７千円 ５，９６１千円

技能労務職 ２１人 ７８，９３９千円 ６，１５５千円 ３１，１８６千円 １１６，２８０千円 ５，５３７千円

一般事務職等 １４１人 ５６０，１１３千円 ５３，９９３千円

区分
職員数

Ａ

給与費 一人当たりの
給与費
Ｅ／Ａ

給料
Ｂ

職員手当
Ｃ

期末・勤勉手当
Ｄ

計
Ｅ＝Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

人件費率
Ｂ／Ａ＊100

２５，３１２人 ６，６０９，１０９千円 ２４４，６７９千円 １，３９０，８７６千円 ２１．０％

住民基本台帳人口
H19.3.31現在

歳出額
Ａ

実質収支額
人件費

Ｂ



（４）職員の初任給の状況

　１８年４月１日現在の職員の初任給の状況は、以下のとおりです。

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額

　１８年４月１日現在の経験年数別・学歴別平均給料月額は、以下のとおりです。なお、「経験年数」とは、大学

等卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合の採用後の年数を指しています。　

注１ 経験年数に近似の職員がいない項目は、空白とした。

注２ 表内の上段は平均給料月額、下段はその経験年数である。

（６）一般事務職等の級別職員数の状況

　１８年４月１日現在の一般事務職等における級別職員数の一覧は、以下のとおりです。なお、１８年度は給与構

造改革が行われ、これまで８級制であったものが６級制に改められました。

（７）職員手当の状況

①期末・勤勉手当

　１８年度における期末・勤勉手当の支給月数は、以下のとおりです。なお、給与構造改革により勤勉手当の支

給について勤務成績によることとされたため、実際の支給については各期別とも一般職員０．７１月、特定幹部

職員０．９１月でした。

注１ 「特定幹部職員」とは、課長、室長、局長および主幹の職にある者を指す。

２．６月 １．８５月 ４．４５月

（１．６月） （０．７５月） （２．３５月） （１．４月） （０．９５月） （２．３５月）
計

３．０月 １．４５月 ４．４５月

（１．２５月） （０．７５月） （０．５０月） （１．２５月）

（１．１月）

１２月期
１．６月 ０．７２５月 ２．３２５月 １．４月 ０．９２５月 ２．３２５月

（０．８５月） （０．４０月）

（０．３５月） （１．１月） （０．６５月） （０．４５月）

勤勉手当 計

６月期
１．４月 ０．７２５月 ２．１２５月 １．２月 ０．９２５月 ２．１２５月

（０．７５月）

計 １４１人 １００％

区分
一般職員 特定幹部職員

期末手当 勤勉手当 計 期末手当

６級 課長、室長、重要な業務を所掌する主幹の職務 １４人 ９．９％

５級 主幹、課長補佐、室長補佐の職務 １２人 ８．５％

４級 副主幹、困難な業務を所掌する係長・主査の職務 ４１人 ２９．１％

３級 係長、主査、困難な業務を所掌する主任の職務 ３７人 ２６．２％

２級 主任の職務 １８人 １２．８％

１級 主事、技師、保健師、管理栄養士、看護師、主事補、技師補の職務 １９人 １３．５％

区分 職務の名称 職員数 構成比

－ － ２５０，４００円

２０年 １８年 １８年 ２０年
２０年

３８６，５００円 ３０７，７００円 ３０７，７００円

１４年

１０年

１５年
３２７，５００円 ３００，４００円 ２７６，８００円 － － －

１５年 １５年

８年 １２年

短大卒 高校卒

１０年
２６８，５００円 ２２４，４００円 ２３８，９００円 － － ２１６，１００円

１０年

１５７，０００円 １４５，１００円 １３５，６００円

経験年数
一般事務職 技能労務職

大学卒 短大卒 高校卒 大学卒

決定初任給 １５９，７００円 １４８，０００円 １３８，４００円

技能労務職

大学卒 短大卒 高校卒 大学卒 短大卒 高校卒
区分

一般事務職



注２ （　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

注３ 行政職給料表３級以上の者に対しては、加算措置（５／１００～１５／１００）がある。

②退職手当

　益子町は栃木県市町村総合事務組合（以下、総合事務組合）に加入しており、退職手当の共同処理を委託し

ています。退職手当は総合事務組合の「一般職の職員の退職手当に関する条例」に基づき支給されています。

なお、１９年３月３１日現在の支給月数等については、以下のとおりです。

③その他の手当

　その他の手当については、以下のとおりです。なお、管理職手当については、条例上の支給率は課長１２％、

課長補佐１０％ですが、１７年度から当分の間、課長６％、課長補佐５％としています。

特殊勤務手当
感染症の予防、死体収容、税務事務に従事する職員に
対して支給（ただし、税務事務従事者への特殊勤務手
当は、支給を凍結中）

感染症予防：１，０００円/１日
死体収容：３，０００円/１体
税務事務：１，５００円/１月

当直手当 当直勤務を命じられた職員に対して支給 １回につき、４，２００円

管理職員特別勤務手当
週休日、または休日等に勤務を命じられた管理職に対
して支給

課長：６，０００円
課長補佐：５，０００円

通勤手当
片道２㎞以上を自家用車等で通勤する職員に対して支
給

自家用車等を使用の場合通
勤距離数に応じて、３，０００
円～２１，０００円など

時間外勤務手当
正規の時間外に勤務することを命じられた職員に対して
支給（管理職以外に支給）

時間外勤務の勤務時間に応
じ、１２５／１００～１６５／１００
の割合の時間外手当を支給

扶養手当 配偶者、子など扶養親族のある職員に対して支給
配偶者：１３，０００円
扶養２人まで：６，０００円
他１人につき：５，０００円

住居手当
本人の所有、または借り受けている住宅を有する職員に
対して支給

持ち家：２，５００円
　（新築後５年まで）
借家：上限２７，０００円

支給月額等

管理職手当 管理職員（課長・課長補佐等）に対して支給
課長：給料の６％
課長補佐：給料の５％

手当名 概要

１８年度退職者の１人
当たりの平均支給額

－ ２４，５４３千円

加算措置の状況
定年前早期退職特例措置（３～３０％）

（ただし、２０年３月３１日までの時限的措置）

勤続３０年 ４１．５月 ５０．７月

最高限度額 ５９．２８月（４５年） ５９．２８月（３５年以上）

支
給
率

勤続区分 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５月 ３０．５５月

勤続２５年 ３３．５月 ４１．３４月



４　職員の勤務時間、休暇及び旅費等に関する勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間

　１８年度における職員の勤務時間は、以下のとおりです。フォレスト益子・生涯学習課では利用状況に合わせた

週休日の変更を行い、小中学校・給食センターでは児童・生徒の時間割に合わせた勤務時間の割り振りを行って

います。

注１ 学校教育課(小・中学校)は、小・中学校勤務の町職員(技能労務職)の例示であり、学校によっては異なる。

注２ 平成１９年４月からは、勤務時間を8:30～17:30とした。

注３ 毎週金曜日、税務課および住民課は19:00まで業務時間の延長を行っている（祝日・年末年始は除く）。

（２）年次有給休暇の取得状況

　１８年度の年次有給休暇の取得状況は、以下のとおりです。年次有給休暇は、職員の在職期間に応じて各年

に最高２０日分付与され、現年度付与分が残った場合はその残存日数を次年度に繰り越せます。また、取得は１

日または１時間単位で可能です。なお、１７年度の平均取得日数は、１１日２時間（取得率２９．１％）でした。

注１ 派遣職員について、派遣期間中の取得状況は考慮していない。

注２ 育児休業中の職員については対象外とした。

（３）時間外勤務及び休日勤務の状況

　時間外勤務と休日勤務の状況は、以下のとおりです。なお、１８年度は生涯学習課の週休日を日曜日・月曜日

とする勤務形態の見直しを行った影響もあり、時間外勤務等が減少しました。

注 派遣職員について、派遣期間中の勤務状況は考慮していない。

１７年度 １４０人 ９，５１３時間 ６７時間５７分

１８年度 １３５人 ８，４０２時間 ６２時間１４分

２６．８％

年度
対象職員数

（管理職員以外）
時間外・休日
勤務総時間数

職員一人当たりの
時間外・休日勤務時間数

１５９人 ６，１４０日 １，６４２日７時間 １０日３時間

日曜日・月曜日

対象職員数
Ａ

総付与日数
Ｂ

総取得日数
Ｃ

平均取得日数
Ｃ／Ａ

取得率
Ｃ／Ｂ＊１００

生涯学習課
（公民館等）

４０時間 ８：３０ １７：１５
１２：００～１２：１５
１５：００～１５：１５

１２：１５～１３：００

土曜日・日曜日

学校教育課
（給食センター）

４０時間 ８：００ １６：４５
１０：００～１０：１５
１５：００～１５：１５

１２：１５～１３：００ 土曜日・日曜日

学校教育課
（小・中学校）

４０時間

１２：００～１２：１５
１５：００～１５：１５

１２：１５～１３：００８：３０ １７：１５

　９：００～　９：１０
１１：５０～１２：００
１４：４０～１４：５０

　９：５０～１０：１０
１２：３０～１２：５５７：３０ １６：１５

土曜日・日曜日

フォレスト益子 ４０時間 ８：３０ １７：１５
１２：００～１２：１５
１５：００～１５：１５

１２：１５～１３：００ 火曜日・水曜日

本庁等 ４０時間

区分 １週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休息時間 休憩時間 週休日



（４）特別休暇等の状況

　結婚、産前・産後など社会慣習上、勤務しないことがやむを得ない場合に認められる休暇が特別休暇です。

特別休暇の種類は、以下のとおりです。

災害又は交通機関の事故等によ
る休暇

事由に応じ、７日の範囲内の期間又は必要と認められる期間 有給

法要休暇
父母の追悼のための特別な行事（死後１５年以内）で勤務しな
いことが相当であると認められる場合において、１日の範囲内の
期間

有給

夏季休暇 ７月から９月までの期間において、３日の範囲内の期間 有給

子の看護のための休暇 １年度につき５日の範囲内の期間 有給

忌引休暇 死亡者の区分に応じ、１日から７日の範囲内の期間 有給

妻の出産休暇
出産に係る入院等の日から出産後２週間を経過する期間内に
おける２日の範囲内の期間

有給

妻の出産に係る子の養育休暇
職員の妻が出産する場合において、出産予定の６週間（多胎妊
娠の場合にあっては１４週間）前の日から出産の日後８週間を経
過する期間内における５日の範囲内の期間

有給

産後休暇 出産の日の翌日から８週間を経過するまでの期間 有給

授乳休暇
生後１年に達しない子を育てる職員で、１日２回各３０分以内又
は１日１回６０分以内の期間

有給

妊婦の通勤緩和のための休暇
正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて１時
間を超えない範囲内で必要と認められる期間

有給

産前休暇
６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する
予定である女性職員が申し出た期間

有給

生理休暇 ２日を超えない範囲内での期間 有給

妊産婦の健康診査等のための
休暇

妊娠満２３週までは４週間に１回、妊娠満２４週から満３５週まで
は２週間に１回、妊娠満３６週から出産までは１週間に１回、産後
１年まではその間に１回（医師等の指示があった場合はいずれ
の期間においてもその都度）、必要と認められる期間

有給

社会貢献活動（被災地支援等）
のための休暇

１年度につき５日の範囲内の期間 有給

結婚休暇
結婚の日の５日前の日から結婚の日後１月を経過するまでの連
続する５日の範囲内

有給

公の職務執行（国会、裁判所等
への出頭）のための休暇

必要と認められる期間 有給

骨髄液提供のための休暇 必要と認められる期間 有給

休暇の種類 付与日数・期間等 有給・無給

公民権行使（選挙権の行使など）
のための休暇

必要と認められる期間 有給



（５）育児休業の状況

　１８年度中における育児休業の状況は、以下のとおりです。育児休業は、その子の満３歳の誕生日の前日まで

の期間において原則１回取得することができ、原則１回に限り期間の延長をすることが可能です。ただし、育児休

業期間中は、無給となります（後述する栃木県市町村職員共済組合などから育児休業手当金が支給されます）。

（６）旅費制度の概要

　１８年度における旅費の制度は、以下のとおりです。

４　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者及び懲戒処分者数

①分限処分

　分限処分とは、公務の能率の維持や適正運営の確保の目的から、勤務成績不良、心身の故障等のため職員が

十分に職責を果たせない場合に、職員の意に反して行う処分です。なお、１８年度は該当者がいませんでした。

②懲戒処分

　懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行があった場合に、職員の一定の義務違反に対する道義的責任

を問い、公務における規律と秩序を維持することを目的とした処分です。なお、１８年度の該当者は以下のとおり

です。

５　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）研修の状況

　職員の資質向上・人材育成は益子町においても重要課題となっています。職員の能力開発、自己啓発意欲の

促進を目標に、１８年度は以下の共同研修へ職員を参加させました。

国際文化研修所主催 １回 １人

その他 ３回 １２人

栃木県市町村職員研修協議会主催 １０回 １８人

芳賀地区広域行政事務組合主催 １６回 ５０人

－ １人

区分 回数 人数

処分者数 １人 － －

上記の非常勤特別職以外の職員及び一般職員
当分の間

支給しない
１２，０００円

区分 戒告 減給 停職 免職 合計

区分 日当 宿泊料

議会の議員、特別職（教育長を含む。）並びに非常勤特別職の
うち、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、
農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員

当分の間
支給しない

１３，０００円

育児休業期間の延長の承認 ０件 ２件

うち、１８年度の承認件数 ０件 ２件

育児休業の承認件数 ０件 ３件

うち、１８年度の承認件数 ０件 ２件

育児休業取得可能件数 ９件 ５件

うち、１８年度の新規可能件数 ４件 ２件

区分 男性職員 女性職員



（２）勤務成績の評定

　勤務成績の評定の状況については、以下のとおりです。

６　職員の福利厚生の状況

（１）職員の健康管理について

①健康診断の実施

　益子町職員安全衛生管理規定に基づき、職員の健康を確保するため健康診断、人間ドックを行っています。

１８年度中の受診者は、以下のとおりです。なお、人間ドック・健康度測定は、後述する栃木県市町村職員共済

組合などから費用の一部が助成されます。

②健康指導等の実施

　職員の健康の保持増進を図るため、産業医により、健康診断に基づく事後管理、一般疾病の予防・治療対策

についての相談および保健指導を毎月第４水曜日に実施しています。

健康度測定

人数 ９９人 ４８人 ２人

２～３月

区分 定期健康診断 人間ドック
（脳ドック含む）

目的
職員の執務について勤務成績の評定を統一的に行い、これを職員の能力開発、指導育成、人
事考課などに活用し、職員の勤務能率の発揮とその増進を図り、公正な人事行政を行うことを
目的としています。

実　　　　　施
スケジュール

実施スケジュールについては、以下のとおりです。

助役など 課長 一般職員

４月

５月

１２月

所属課目標編成
表の作成

各課目標編成表と
りまとめ

所属課目標編成
表の確認

個人目標シート作
成、提出

個人目標シートに
よる面接

職員との進捗確認
面接と、一般職員
の人事評定表作
成

課長による進捗確
認面接

町長と課長級職員
の人事評定の協議
と、一般職員の２次
評定

職員の目標達成
度についての指導
育成面接

課長による目標達
成度についての面
接



（２）職員の共済制度について

　相互救済を目的とする地方公務員等共済組合法の規定に基づき、職員は下記いずれかの共済組合に加入す

ることとなっています。

①栃木県市町村職員共済組合

　職員の大多数が加入しています。事業内容等については下記のとおりです。　

②公立学校共済栃木支部

　小中学校に勤務する町職員の中には、栃木県市町村職員共済組合ではなく公立学校共済に加入している

職員もいます（１８年度の加入者は６名）。事業内容等については、①と同様です。

（３）職員の厚生制度について

　地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項の計画樹立・実施をすることが義務づけら

れています。職員が加入している福利厚生団体は、以下のとおりです。

①益子町職員研修協議会（町独自の福利厚生実施団体）

　職員の健康保持・増進を図ることにより勤労意欲を高め、また職員個人の資質の向上を図ることを目的として

研修事業を実施しています。１８年度の会員は１８５人（特別職、嘱託職員等を含む）で、町からの補助金（職員

１人当たり４，０００円）と職員からの会費（１，０００円）で運営し、事務局が計画した事業等に対し、会員１人当

たり５，０００円を補助しています。１８年度に実施した研修事業は、ハイキング、ヨガ教室、フットサル教室、豊年

盆踊りでした。

②（財）栃木県教育福祉振興会

　公立学校共済に加入している職員で構成されている互助会で、事務局は栃木県教育委員会にあります。

教育文化の振興発展への寄与、教育に携わる教職員の服務能率の向上および福利増進を図ることを目的と

した事業等を行っています。なお、益子町では公立学校共済加入の職員６人が会員でした。

７　職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申立等の利益保護の状況

　益子町では、公平委員会に関する事務を栃木県人事委員会へ委託しています。

（１）勤務条件に関する措置要求の状況

　係属事案はなく、１８年度に新たな措置要求はありませんでした。

（２）不利益処分に関する不服申立の状況

　係属事案はなく、１８年度に新たな不服申立てはありませんでした。

福祉事業
健康診断などの健康の保持増進事業、元気回復事業、研修・教養事業、貸付事業等な
どを行う。

区分 概要

短期給付事業
会員とその家族の病気・けが・出産・休業又は災害等に対して給付・補助（医療費補助・
結婚給付金・出産給付金・弔慰金・休業手当金・災害見舞金・入学祝金・永年勤続祝金
等）を行う。

長期給付事業
組合員の退職・障害または死亡に対して、年金または一時金の給付（退職共済年金・障
害共済年金・遺族共済年金等）を行う。

福祉事業
健康診断などの健康の保持増進事業、保養施設の運営、貸付事業等（人間ドックと健康
度測定の助成・保養所利用助成・貯金事業・住宅貸付事業等）などを行う。

区分 概要

短期給付事業
組合員とその家族の病気・けが・出産・休業又は災害に対して必要な給付（療養給付・出
産費・埋葬料・育児休業手当金・災害見舞金等）を行う。
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